
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

一

六

七

号

総
理
大
臣
夫
人
付
き
職
員
が
籠
池
氏
に
回
答
し
た
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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総
理
大
臣
夫
人
付
き
職
員
が
籠
池
氏
に
回
答
し
た
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
三
月
二
十
三
日
の
籠
池
康
博
氏
の
証
人
喚
問
で
、
総
理
大
臣
夫
人
付
き
谷
査
恵
子
氏
が
籠
池
氏
側
の
要
望
を
財
務
省
に

伝
え
、
そ
の
回
答
を
籠
池
氏
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
返
信
し
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

菅
官
房
長
官
は
記
者
会
見
等
で
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
回
答
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
と
認
め
た
上
で
、
谷
氏
個
人
が
行
っ
た
こ
と
だ

と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

以
下
、
政
府
に
質
問
す
る
。

一

照
会
を
受
け
た
財
務
省
側
は
、
谷
氏
個
人
か
ら
の
依
頼
だ
と
受
け
止
め
た
の
か
、
安
倍
昭
恵
夫
人
が
谷
氏
を
通
じ
て
行
っ

て
き
た
と
受
け
止
め
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
。

二

谷
氏
個
人
か
ら
の
依
頼
だ
と
し
た
場
合
、
谷
氏
の
職
務
に
直
接
関
係
の
無
い
第
三
者
に
関
す
る
情
報
を
谷
氏
個
人
に
回
答

す
る
こ
と
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。

三

田
村
嘉
啓
国
有
財
産
審
理
室
長
か
ら
谷
氏
へ
の
回
答
は
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
他
、
い
ず
れ
の
手
段
で
行
わ
れ
た
の

か
。
ま
た
、
そ
の
記
録
は
残
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
な
ら
公
開
す
べ
き
と
考
え
る
が
如
何
か
。

四

田
村
室
長
か
ら
谷
氏
へ
の
回
答
を
文
書
で
行
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
文
書
は
行
政
文
書
に
あ
た
る
の
か
。

一



右
質
問
す
る
。

二


